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※（  ）内は、令和２年度計画数値 

■ 取組みの内訳                

Ⅰ 簡素で活力ある市役所の構築      ２３３百万円   （２９９百万円） 

 
○ 簡素で効率的な人員体制構築の推進等    ２３１百万円    （２９３百万円） 

 
○ 文書管理システム活用による効率的な 

事務の推進                             ２百万円           （ — ） 
 

○ 旅費制度の見直し                （【Ｒ２取組終了】６百万円） 
 

◇ 自治体ＤＸの推進 
（仮称）北九州市ＤＸ推進計画の策定、手続きのオンライン化、 

事務の自動化・省力化、事務の標準化・集中化などに取り組む 
 

 

Ⅱ 外郭団体改革              ２０百万円    （１００百万円） 

 
○ 外郭団体への補助金の精査等            ２０百万円          （ — ） 

 
○ 公益財団法人の基本財産の返還            —    （１００百万円） 

 
 

Ⅲ 官民の役割分担と持続的な仕事の見直し 

５，６８４百万円 （３，１５５百万円） 

【官民の役割分担関連】 
           

○ 民間事業としても行われている業務の見直し  １５２百万円       （５百万円） 

【持続的な仕事の見直し関連】 
    

○ 官民の役割分担に関する見直し        １０百万円      （１１百万円） 

○ 事業内容等の見直し            １，８６２百万円 （１，４７４百万円） 

（各局における事務事業の自主的な見直し等） 

〇歳入の確保 ：  １６４百万円 

〇歳出の見直し：１，６９８百万円 

○ 特別会計の剰余金の活用等       ３，６６０百万円  （１，６６５百万円） 
 

 

Ⅳ 公共施設のマネジメント         ７百万円    （７２百万円） 

○ 施設分野別実行計画の推進           ７百万円     （７２百万円） 

１ 令和３年度における行財政改革効果額〔全会計・事業費ベース〕  

                     ５，９４４百万円 （３，６２６百万円） 
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２ 改革の柱  （取組項目数１０１件 ） 

Ⅰ 簡素で活力ある市役所の構築について（効果額：２３３百万円） 

1 課題解決型・成果重視型組織の構築に向けた具体的な取組み 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 組織マネジメント 

1 目標管理による 

組織運営 

目標管理制度の定着を図るため、新

任管理職等に向けた研修を実施すると

ともに、トップから職員個人までの目

標共有、PDCA サイクルによる課題解

決型の組織マネジメントを推進する。 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

2 課題解決型の 

組織体制の構築 

 単一の部局のみでは対応が困難な 

行政課題に対しては、組織横断的な 

プロジェクト型組織の活用等も視野に

入れ、適宜、必要かつ適切な推進体制

の構築を図る。 

 

市民ニーズや社会情勢等

を捉え、市の経営方針に

沿った最善なものとなる

よう継続的に見直し 

総務局 

3 管理職の見直し  管理職の配置にあたっては、スタッ

フ職を中心に、常にその必要性を検証

し、職員全体の人員体制に見合うよう

に見直しを行う。 

特に、局長級の理事職の配置にあた

っては、真に必要な職に限定するとと

もに、配置後も常にその必要性を検証

し、より一層の権限と責任をもって職

責を果たすことができるよう努める。 

 

毎年度行う組織改正の中

で継続的に実施 
総務局 

（２） 人事制度の抜本的見直し 

１ 人事評価制度の再構築 

 目標管理による 

組織運営 

【再掲】 

目標管理制度の定着を図るため、新

任管理職等に向けた研修を実施すると

ともに、トップから職員個人までの目

標共有、PDCA サイクルによる課題解

決型の組織マネジメントを推進する。 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

新たな評価基準に 

基づく評価制度の構築 

新しい評価項目、評価基準に基づく

評価について、評価者及び被評価者の

理解と定着を図るため、研修を実施 

する。 

また、職員の能力を計画的に高める

ために、人事評価項目と連動した研修

科目を設定する。 

 

継続実施 

（平成２９年度～） 
総務局 

新たな人事評価制度の 

運用 

利用者の意見を踏まえ、必要に応じ

た改修を行うなど、更なる利便性の 

向上及び作業負担の軽減に努め、引き

続き人事評価システムの円滑かつ適切

な運用を行う。 

利用者意見を踏まえたシ

ステム改修等を継続的に

実施 

総務局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 

２ 職責・実績の処遇への反映 

 人 事 評 価 結 果 の 勤 勉 

手当・昇給への反映 

給与面で職責・職位の違いや職員の

頑張りの成果が実感できるよう、人事

評価結果を昇給、勤勉手当に引き続き

反映させる。 

 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

効 果 的 な 昇 任 制 度 の 

運用 

若手からベテランまで、職員それぞ

れの能力や意欲に応じ、誰もがチャレ

ンジしやすい制度を構築し、実施する。 

 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 

昇任試験制度の見直しの

実施 

（令和３年度～） 

 

人事委員会

総務局 

３ 専門性の向上等 

 人事異動の柔軟な運用 人事異動の柔軟な運用をより一層 

推進する 

・在課年数に縛られない異動の実施 

・自ら選択した分野で専門性を高める

ことができる仕組みの導入 

・業務内容や職務の習熟度に応じた、

若 手 職 員 の 短 期 ロ ー テ ー シ ョ ン 

（多様な業務経験の付与）の実施 

 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

若 手 職 員 の キ ャ リ ア 

形成支援 

採用区分、入職年齢などに応じた 

育成モデルを浸透させることにより 

職員一人ひとりが今後のキャリア形成

について具体的なイメージを持ち、 

自律的にキャリア形成を図ることが 

できるよう支援する。 

また、人事部門が直接面談を行い、

配属理由や職務遂行状況などを職員に

フィードバックする。 

 さらに、各所属で実施している「新

年度面接」において、職員が自らの  

目標や中長期的なキャリアプランに 

ついて、上司と自由に意見交換が行え

るよう引き続き促す。 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

指導育成環境の整備 勤務実績がよくない職員等に対し

て、個々人の状況に応じた指導・育成

を行っていくことに加えて、人事部門

が主体となって、集中的に指導・育成

を行うなど、公務能率の維持・向上に

向けた取組みを実施する。 

 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
４ 性別にかかわらず能力

が 発 揮 で き る 職 場 の 

実現（女性活躍推進） 

「北九州市職員女性活躍・ワーク 

ライフバランス推進プログラム（令和

元～5 年度）」に基づき、性別にかかわ

らない人材育成の強化に向けた取組み

を着実に実施するとともに、仕事と 

生活を両立できる職場環境づくりを 

行う。 

「女性活躍推進アクショ

ンプラン・第２期計画」

に基づき実施 

（平成２６～３０年度） 

「北九州市職員女性活

躍・ワークライフバラン

ス推進プログラム」に基

づき継続実施 

（令和元年度～） 

 

総務局 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭生活や地域活動等 

と 両 立 し や す い 職 場 

環境づくり 

「北九州市職員女性活躍・ワーク 

ライフバランス推進プログラム（令和

元～5 年度）」に基づき、仕事と生活を

両立できる仕組みづくりを行うため、

研修等を通じて職場環境の整備を進め

るとともに、イクボスの推進を通じて

誰もが働きやすい組織風土の醸成を 

図る。 

「北九州市職員ダイバー

シティ推進プログラム」

に基づき実施 

（平成 2７～３０年度） 

「北九州市職員女性活

躍・ワークライフバラン

ス推進プログラム」に 

基づき継続実施 

（令和元年度～） 

 

総務局 

新自治体ＤＸの推進  社会全体でデジタル化が進展する

中、新型コロナウイルス感染症の拡大

を受け、行政分野においても、早急な

デジタル化・オンライン化が求められ

ている。ＡＩやＲＰＡなど先進的な 

デジタル技術を最大限活用することに

より、業務を抜本的に見直す「しごと

改革」（市役所のＤＸ：デジタルトラン

スフォーメーション）を推進し、市民

サービスの向上、業務の効率化、働き

方の見直しを図り、「デジタル市役所」

の実現を目指す。 

 

実施 

（令和３年度～） 

 

 

 

 

 

 

 

しごと改革 

継続実施 

（平成２７年度～） 

総務局 

他全局 

働き方の見直し 「北九州市職員女性活躍・ワーク 

ライフバランス推進プログラム（令和

元～5 年度）」に基づき、働き方の見直

しに向けた意識改革や実践的な取組み

により、生産性向上やワーク・ライフ・

バランスの実現につながる施策を着実

に実施する。 

「北九州市職員ダイバー

シティ推進プログラム」

等に基づき実施 

（平成２７～３０年度） 

「北九州市職員女性活

躍・ワークライフバラン

ス推進プログラム」に 

基づき実施 

（令和元年度～） 

 

 

総務局 

時間外勤務の縮減 職員のワーク・ライフ・バランスの

推進や健康保持を図るため、時間外 

勤務縮減の取組みを推進する。 

 

継続実施 

（平成２６年度～） 

令和３年度は、平成３０

年度比１０％削減を目指

して、引き続き取り組む。 

 

総務局 
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2 簡素で効率的な組織・人員体制に向けた具体的な取組み 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 組織・人員体制 

１ 簡素で効率的な組織・人員体制の構築 

 行政運営を行うのに 

相応しい人員体制の 

構築 

官民の役割分担の見直しに基づく 

民営化・民間委託化の推進や事務改善

など、仕事や組織のあり方の見直しに

より、更なる業務の効率化を進め、  

簡素で効率的な人員体制の構築を図

る。 

具体的な指標として、人口１万人 

あたりの職員数について、７０人台を

目指す。 

 

市民サービスの低下を招

かないよう全体の業務量

を見極めながら、継続的

に実施 

〔参考〕 

職員数７，１９１人 

（令和２年 4 月 1 日現

在） 

 

総務局 

管理職の見直し 

【再掲】 

管理職の配置にあたっては、スタッ

フ職を中心に、常にその必要性を検証

し、職員全体の人員体制に見合うよう

に見直しを行う。 

特に、局長級の理事職の配置にあた

っては、真に必要な職に限定するとと

もに、配置後も常にその必要性を検証

し、より一層の権限と責任をもって職

責を果たすことができるよう努める。 

 

毎年度行う組織改正の中

で継続的に実施 
総務局 

係長級・主査発令数の

抑制 

 管理職のみならず、係長職及び主査

職についても、全体の業務量を見極め

ながら、職員全体の人員体制に見合う

ように見直しを行う。 

 

毎年度行う組織改正の中

で継続的に実施 
総務局 

 課題解決型の 

組織体制の構築 

【再掲】 

 単一の部局のみでは対応が困難な 

行政課題に対しては、組織横断的な 

プロジェクト型組織の活用等も視野に

入れ、適宜、必要かつ適切な推進体制

の構築を図る。 

 

市民ニーズや社会情勢等

を捉え、市の経営方針に

沿った最善なものとなる

よう継続的に見直し 

総務局 

新自治体ＤＸの推進 

【再掲】 

 社会全体でデジタル化が進展する

中、新型コロナウイルス感染症の拡大

を受け、行政分野においても、早急な

デジタル化・オンライン化が求められ

ている。ＡＩやＲＰＡなど先進的な 

デジタル技術を最大限活用することに

より、業務を抜本的に見直す「しごと

改革」（市役所のＤＸ：デジタルトラン

スフォーメーション）を推進し、市民

サービスの向上、業務の効率化、働き

方の見直しを図り、「デジタル市役所」

の実現を目指す。 

 

実施 

（令和３年度～） 

 

 

 

 

 

 

 

しごと改革 

継続実施 

（平成２７年度～） 

総務局 

他全局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
文 書 管 理 シ ス テ ム の 

活 用 に よ る 効 率 的 な 

事務の推進 

文書管理システムの活用をさらに推

進し、より適正な文書管理に努めると

ともに、行財政改革の視点も含め、  

文書管理の見直しを行う。 

 

 

実施 

（令和元年度～） 
総務局 

他全局 

区役所業務の見直し 区役所窓口業務について、業務内容

の分析や整理を行うとともに、手続き

のオンライン化の推進などにより、 

効率的な運営に向けて見直しを行う。 

住民票や戸籍に係る区役所業務に 

ついては、「キャッシュレス化」及び

「手続きのオンライン化」に向けた 

導入計画を作成する。 

 

継続検討 

見直し可能なものから 

順次実施 

（平成２８年度～） 

導入計画の作成 

（令和３年度） 

総務局 

市民文化 

スポーツ局 

他 

 

（２） 優秀な人材の確保及び職員構成の高齢化への対応のあり方 

1 早期希望退職制度の 

導入 

早期退職制度を継続実施し、年齢 

構成のアンバランスを解消する。 

実施 

（平成２８～令和元年

度） 

実施予定 

（令和２年度） 

継続実施について検討 

（令和３年度～） 

 

総務局 

2 採用試験  従来の選考方法にとらわれない様々

な手法により、新型コロナウイルス 

感染症対策を取りつつ積極的に受験者

増を図り、優秀な人材の確保に取り組

む。 

 また、市役所の仕事の魅力について、

職員の生の声を提供する機会を設ける

ことで、多くの人に興味を持ってもら

い、優秀な人材の確保に努める。 

 

採用広報活動の継続 

選考方法改善の検討・ 

実施 

（平成２７年度～） 

人事委員会 

総務局 
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Ⅱ 外郭団体改革について（効果額２０百万円） 

1 基本的な考え方 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 市の適切な関与による政策の実現 

 1 ミッションの遂行状況

の評価 

 

外郭団体において、市から示された

ミッションが適切に遂行されているか

どうか、成果の視点で評価する。評価

内容については、外部有識者で構成 

する「北九州市外郭団体評価会議」の

検証を受ける。 

 

 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

関係局 

2 派遣等の見直し 市から団体に対する職員の派遣は、

必要最小限に止める。また、団体の  

役職員への市ＯＢの登用に際しては、

報酬や任期等を明らかにする。 

市民サービスの低下を招

かないよう全体の業務量

を見極めながら、継続的

に見直し 

市ＯＢの報酬や任期等に

ついて公開 

（平成２７年度～） 

 

総務局 

関係局 

３ 補助金・委託料等の精査 市から団体に支出している補助金・

委託料等について、金額の妥当性や 

成果を出しているか等の視点で適宜 

精査する。 

 

継続的に実施 

 
総務局 

関係局 

４ 随意契約の適正化 

 業務委託にかかる事業

者への意思確認 

委託事業参加者の有無を確認する 

公募を実施する。 

継続実施 

（平成２５年度～） 

 

総務局 

関係局 

特命随意契約の妥当性

の検証 

新規での特命随意契約があれば、 

「北九州市外郭団体随意契約適性化 

委員会」を開催し、特命で随意契約を

行う理由、契約金額の妥当性及びその

透明性等についての検証を行う。 

 

継続実施 

（平成２５年度～） 
総務局 

関係局 

特命随意契約に関する

情報公開 

毎年度決算時期に、外郭団体との 

特命随意契約の状況等についてとりま

とめ、議会に報告するとともに、ホー

ムページに掲載する。 

 

継続実施 

（平成２５年度～） 
総務局 

関係局 

（２） 外郭団体の効果的・効率的な事業運営 

１ 組織運営の見直し 

 外郭団体におけるトッ

プマネジメントの強化 

団体の経営トップに経営能力のある

人材の登用を進める。 

 

継続的に経営能力のある

人材登用を進め、トップ

マネジメントを強化 

総務局 

関係局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 

 組織・人員体制の効率化 社会経済状況の変化に対応していく

中で、一層の組織の簡素化に努める 

一方、団体職員の採用及び処遇につい

ては、団体の自主財源で長期的に人件

費を確保できることを前提に、各団体

の特性に合わせた運用を図る。 

 

毎年度、組織・人員体制

の精査を行い、適正な 

体制を実現 

総務局 

関係局 

給与体系の見直し 

 
市や民間における給与の状況に準拠

しつつ、各団体の経営状況等も踏まえ

た適切な給与体系・給与水準の検証を

行う。 

 

市や民間に準拠した適切

な給与体系のあり方に 

ついて検討 

総務局 

関係局 

外郭団体における人材

育成 

市の研修に加え、外郭団体と市との

間あるいは外郭団体間における人事 

交流を行う。 

 

団体の意向を踏まえ、 

効果的な手法で研修等を

実施 

（平成２６年度～） 

 

総務局 

関係局 

２ ＰＤＣＡサイクルによ

る事業運営 

 ミッションを踏まえた成果指標など

を基に、ミッション遂行状況を評価・

検証し、事業等の改善を行うＰＤＣＡ

サイクルによる事業運営を推進する。 

 

継続実施 

（平成２７年度〔平成 

２６年度決算時〕～） 

総務局 

関係局 

（３） その他 

1 公 益 財 団 法 人 の 基 本 

財産の返還 

基本財産の保有については、最小限

に止め、それ以外の基本財産について

は、市に返還し、有効に活用する。 

 

適宜実施 

 
総務局 

関係局 

 

2 各団体の見直し 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 主なもの 

1 アジア成長研究所 新中期計画に基づき、これまでの「知

的基盤の強化」と「地域貢献」のミッ

ションの中でも特に「地域貢献」の  

強化に向けて、行政や地域企業と連携

し、本市独自の研究機関として、国際

社会及び地域社会への貢献に努める。 

中期計画（平成２８～ 

令和２年度）に沿って、

「知的基盤の強化」と 

「地域貢献」を推進 

（平成３０年度～） 

新中期計画に基づいて 

活動 

（令和３年度～） 

 

企画調整局 

2 北九州国際交流協会  民間活力の育成や民間等との協働 

体制の構築に努める。特に、外部から

の資金調達などを積極的に推進する 

ことによって、効果的かつ効率的で 

持続可能な運営体制を構築する。 

 

民間活力の育成及び協働

体制の構築に基づく効果

的・効率的で持続可能な

運営体制の推進 

（平成３０年度～） 

企画調整局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
３ 北九州市芸術文化振興

財団 

市民が享受できる公演事業の質と量

を維持しながら、効率的な運営を行う。 

 

実施 

（平成２８年度～） 
市民文化 

スポーツ局 

 

４ アジア女性交流･研究

フォーラム 

（公財）アジア女性交流・研究フォ

ーラムのあり方についての検討結果に

基づき、具体的な取組みを進める。 

検討 

（平成２８年度） 

検討結果を踏まえ対応 

（平成２９年度～） 

 

総務局 

５ 北九州輸入促進センター 経営改善に努め、累積損失の解消及

び借入金の完済を確実に行う。 

 

継続的に収支改善を実施

し、健全経営を維持 
産業経済局 

６ 北九州テクノセンター 入居率の向上に取り組み、累積損失

の解消を図る。 

 

引き続き、入居率の向上

に努め、健全経営を維持 
産業経済局 

７ 北九州産業学術推進機構 中期計画に基づき、さらに効果的・  

効率的な事業を実施する。 

 

第5 期中期計画に基づき

事業を実施 

（平成３０年度～） 

 

産業経済局 

８ 北九州観光コンベンシ

ョン協会 

中期経営計画に基づいた事業運営及

び新型コロナウイルス感染症に対応 

した営業活動により、経営の安定化を

図る。 

 

中期経営計画の策定 

（平成３０～令和元年度） 

中期経営計画に基づき 

事業実施 

（令和２年度～） 

 

産業経済局 

９ 皿倉登山鉄道 「経営改善計画」に基づき、事業を

継続実施する。 

「経営改善計画」に基づ

き、引き続き健全経営を

維持 

 

産業経済局 

1０ 北九州高速鉄道 中期経営計画に基づき、安定した 

経営基盤の強化を図る。 

 

中期５か年計画実施 

（平成２７年度～） 

中期経営計画策定 

（令和元年度） 

中期経営計画実施 

（令和２年度～） 

 

建築都市局 

1１ 北九州市住宅供給公社 中期経営計画に基づき、計画的に 

取組みを実施する。 

計画に沿った取組みを 

実施 

（平成２９年度～） 

 

建築都市局 

（２） その他 

1 全団体  その他の各団体の見直しについて

は、「北九州市行財政改革大綱」に沿っ

て、適宜実施する。 

 

ミッションに沿って事業

運営、評価を行う中で毎

年度見直しを実施 

 

総務局 

関係局 
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Ⅲ 官民の役割分担と持続的な仕事の見直しについて 

（効果額：５,６８４百万円） 
1 官民の役割分担に係る具体的な取組み 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 既に定型的な業務としてのまとまりがある業務 

１ 会計年度任用職員化の方向とする業務 

 一般事務員（校務員）

の業務 

 会計年度任用職員化を進める。 

 

 

今後の退職等の状況を 

踏まえ、段階的に実施 

 

教育委員会 

２ あり方等について検討する業務 

 旧 環 境 業 務 指 導 員 の 

業務 

引き続き市が直接実施することと

し、業務に必要な人数については精査

する。 

 

引き続き業務内容と業務

に必要な人数を精査 
環境局 

（２） 民間事業としても行われている業務 

１ 保育所 直営保育所については、特別な支援

を要する子どもや家庭の支援を行う 

などの機能強化を図りながら、引き 

続き民営化を進める。また、指定管理

保育所の民間譲渡を行う。 

 

「元気発進！子どもプラ

ン」（第２次計画）に基づ

き順次実施 

（平成２７～令和元年

度） 

「元気発進！子どもプラ

ン」（第３次計画：令和２

～６年度）に基づき順次 

実施 

（令和２年度～） 

令和３年度はおぐまの・

古前・八幡東さくら保育

所を民営化 

 

 

子ども家庭局 

２ 幼稚園 存続する４園の公立幼稚園におい

て、 

（１）幼稚園教育要領に基づいた保育

のあり方や教材作成 

（２）特別な教育的支援を必要とする

幼児への対応 

（３）小学校教育への円滑な接続 

に関する教育・研究実践に係る成果の

取りまとめを行うとともに、評価・検

証を行い、そのあり方について、改め

て検討を行う。 

 

 

検討・実施 

（平成２７年度～） 

 

教育委員会 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
３ 北 九 州 市 立 高 等 理 容 

美容学校の民営化 

令和３年度の学校の民営化におい

て、経営継承者へ学校運営の引継ぎを

行う。 

公募（プロポーザル方式）

により、経営継承法人候

補を選定 

（令和元年度） 

経営継承候補者への引継

ぎ 

（令和元・２年度） 

県への設置者変更手続き

（令和２年度） 

学校の民営化 

（令和３年度） 

 

教育委員会 

４ 病院 地方独立行政法人北九州市立病院機

構に対し、地方独立行政法人化のメリ

ットを活かしながら経営改革に取り 

組むため、中期目標に基づき定められ

た中期計画の着実な実行を求める。 

 

 

適宜実施 

（令和元年度～） 
保健福祉局 

５ 市営バス お客様に安全、安心、快適な交通サ

ービスを提供するとともに、収益的収

支の均衡を目指すため、「第３次北九

州市営バス事業経営計画」（令和３～

７年度）に基づく取組みを着実に実行

する。 

 

「第２次北九州市営バス

事業経営計画」に基づく

取組みの実施 

（平成２８～令和２年

度） 

事業の評価・検証 

（令和元年度） 

「第３次北九州市営バス 

事業経営計画」の策定 

（令和２年度） 

「第３次北九州市営バス 

事業経営計画」に基づく

取組みの実施 

（令和３年度～） 

 

交通局 

６ 障害福祉施設 民間事業者による独立した運営が 

可能な施設については、条件が整い 

次第、社会福祉法人に譲渡を行う。 

 

引き続き社会福祉法人 

との協議を実施 
保健福祉局 

 

2 持続的な仕事の見直しに係る具体的な取組み 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 官民の役割分担に関する事項 

１ 民間活力の更なる導入 

 総務事務センター業務 委託可能な業務を洗い出し、委託拡

大を進めるとともに、ＲＰＡ等の活用

により省力化できるものは委託内容を

見直し、委託業務の効率化を図る。 

 

順次実施 

（平成２７年度～） 

 

総務局 

教育委員会 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
区役所業務の見直し 

【再掲】 

区役所窓口業務について、業務内容

の分析や整理を行うとともに、手続き

のオンライン化の推進などにより、 

効率的な運営に向けて見直しを行う。 

住民票や戸籍に係る区役所業務に 

ついては、「キャッシュレス化」及び

「手続きのオンライン化」に向けた 

導入計画を作成する。 

 

 

継続検討 

見直し可能なものから 

順次実施 

（平成２８年度～） 

導入計画の作成 

（令和３年度） 

総務局 

市民文化 

スポーツ局 

他 

 

２ 市の関連団体、民間事業者等に対する支援のあり方 

 ＣＣＡ北九州のあり方

の検討 

ＣＣＡの柱となる事業や地域還元に

資する事業を継続するとともに、その

実施状況を踏まえ、今後の方向性につ

いて見定めていく。 

 

あり方の検討 

（平成２８年度～） 

検討結果を順次実施 

（令和３年度～） 

 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

北九州市社会福祉協議 

会補助の見直し 

地域共生社会の実現に向けた北九州

市社会福祉協議会の基盤強化と、補助

金等の適正化に向け、北九州市社会福

祉協議会と協議を進め、見直し可能な

内容を順次実施していく。 

継続検討 

（平成２７年度～） 

順次実施 

（平成２９年度～） 

区社協を吸収合併 

（令和元年度） 

合併効果の検証 

（令和元年度～） 

中長期的な見通し協議 

（令和３年度～） 

 

 

保健福祉局 

 わっしょい百万夏まつ

りの実施内容の見直し 

わっしょい百万夏まつりの実施内容

について、実施主体である「わっしょ

い百万夏まつり振興会」において検討

を行う。 

 

 

検討・実施 

（平成３０年度～） 
産業経済局 

（２） 事業内容等の見直しに関する事項 

１ 行政サービスや受益と負担水準のあり方 

 施 設 使 用 料 及 び 減 免 

制度の見直し 

施設使用料及び減免制度の見直し後

の利用状況について、継続した検証を

行う。 

料金改定 

（平成３１年 4 月～） 

結果のとりまとめ 

（令和 2 年度） 

継続した検証の実施 

（令和３年度～） 

 

 

企画調整局 

他 

 

 公共施設における駐車

場の有料化 

 

市街地で台数の多い場所の長時間 

駐車を対象に、駐車場の有料化を検討

する。 

 

 

検討・実施 

（平成３０年度～） 
企画調整局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 

２ その他事業の効率性、費用対効果などの視点による見直し 

 戸 畑 Ｄ 街 区 関 連 施 設 

跡地活用 

戸畑 D 街区への機能集約により廃止

となった関連施設の跡地について、 

公共施設マネジメント実行計画の基本

方針「まちづくりの視点からの資産の

有効活用」を着実に進めるため、跡地

活用に係る総合調整を実施する。 

 

 

方針の検討及び調整 

（平成２９年度） 

跡地活用に係る総合調整 

（平成２９年度～） 

企画調整局 

公の施設の管理運営を

行う指定管理者の更新

時の業務の見直し 

社会経済状況の変化に伴う多様な 

行政需要等に、より効果的に対応する

ため、指定管理者の更新に合わせ適宜

業務内容の見直しを行う。 

指定管理者の更新に合わ

せ適宜実施 

 

 

 

総務局 

 広告・ネーミングライ

ツ事業の拡充 

新たな広告媒体の掘り起こしや、提

案型ネーミングライツの導入を行い、

更なる歳入確保を図る。 

新規広告・ネーミングラ

イツの掘り起こし 

（随時） 

提案型ネーミングライツ

の導入 

（令和３年度～） 

 

総務局 

 Ｇ Ｉ Ｓ 高 度 利 用 推 進 

事業 

地番図データ（固定資産ＧＩＳ）を

活用することにより、ＧＩＳ上での 

画地計測による土地評価事務の省力化

及び紙で管理している評価用図面の 

ペーパーレス化によるコスト削減を  

図る。 

 

検討 

（平成３０年度） 

実施 

（令和元年度～） 

財政局 

 賦 課 徴 収 事 務 （ 航 空 

写真による家屋の異動

判読業務）の見直し 

 

航空写真に代えて、新旧住宅地図 

データによる家屋の異動判読調査業務

を構築する。 

検討・構築準備 

（平成３０～令和元年

度） 

構築 

（令和２年度） 

実施 

（令和３年度） 

 

財政局 

 消 費 生 活 相 談 体 制 の 

見直し 

相談件数の約７割以上が電話相談で

ある現状を踏まえ、効率的な相談体制

に適宜見直す。 

順次実施 

（平成２６年度～） 

相談員２名削減 

（令和３年度） 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

 Ａ Ｅ Ｄ 一 体 型 広 告 の 

導入 

 

引き続き、区役所、出張所及びスポ

ーツ施設にＡＥＤ一体型広告を掲出 

する。 

 

実施 

（平成３０年度～） 
市民文化 

スポーツ局 

 ス ポ ー ツ 施 設 内 で の 

広 告 掲 載 に よ る 広 告 

収入の確保 

スポーツ施設での広告掲載を実施 

する。 

調査・検討・準備（ﾏｰｹｯ

ﾄｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等） 

（平成３０～令和２年度） 

募集・実施 

（令和３年度～） 

 

市民文化 

スポーツ局 

 



１４ 
 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

 「北九州市立食肉セン

ター事業経営計画」に

基づく事業の見直し 

 

「北九州市立食肉センター事業経営

計画」（平成２９～令和 3 年度）に基づ

き、食肉センターの安定的な運営の 

ため、現状の受入頭数の維持を図りな

がら、更なる集荷対策に努め、収入の

確保に努める。また、施設の稼働に  

必要最小限での維持補修の実施など 

経費削減に努める。 

 

検討 

（平成３０年度～） 

順次実施 

（令和元年度～） 

保健福祉局 

介 護 保 険 更 新 申 請 に 

係る有効期間の延長 

 要介護・要支援状態が長期間継続す

ると見込まれる場合の、要介護・要支

援認定の更新申請に係る有効期間を最

大３６か月まで延長可能とする。 

 

要介護３・４・５につい

て実施 

（令和２年度～） 

対象を拡大（要介護１・

２を追加） 

（令和３年度～） 

 

保健福祉局 

新健康マイレージ事業

の見直し 

応募者全員へ配布する景品や事業 

周知活動の見直し等により事業費の 

削減を図る。 

実施 

（令和 3 年度） 
保健福祉局 

人権週間記念講演会の

見直し 

幅広い世代（特に若年層）の参加を

促し、より効果的な啓発事業を目指す

ため、講演会場、回数、講師のあり方

等を見直す。 

 

実施 

（令和２年度～） 
保健福祉局 

旧 林 業 振 興 セ ン タ ー 

跡地の有効活用 

現在貸付を行っている用途廃止後の

市有財産について、民間への売却など

更なる有効活用を図る。 

 

 

売却協議 

（平成２７年度～） 

 

産業経済局 

ため池の有効活用 市街化区域にあり、農業利用がなく

なったため池を売却する。 

 

 

欅池清算 

（令和２年度） 

鷹ノ巣池売却 

（令和３年度） 

 

産業経済局 

 えのきセンター用地の

有効活用 

 

市有地の有効活用のため、遊休施設

となっているえのきセンターについ

て、関係機関との協議・売却手続きを

進める。 

事前協議 

（平成２９年度） 

関係機関等との協議 

（平成３０年度～） 

売却手続き 

（令和３年度～） 

 

産業経済局 

分 譲 用 造 成 地 の 活 用 

促進 

積極的に分譲の促進を図る。 分譲促進 

（令和２年度～） 
産業経済局 

建築都市局 

 

市 営 住 宅 敷 地 の 有 効 

活用（市営住宅駐車場

整備事業及び自動販売

機の設置） 

 

 

市営住宅の空きスペースを積極的に

コインパーキング設置及び自動販売機

設置で活用することにより、入居者等

の利便性向上を図る。 

継続実施 

（平成２８年度～） 
建築都市局 
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項 目 内 容 スケジュール 所管局 
駐車場特別会計のあり

方 

 

小倉地区、八幡地区ともに、駐車場

の需要と供給のバランスが確保できて

いることから、公共駐車場として役割

は果たしたものと考え、廃止や民間 

売却を図っていく。 

また、引き続き市が管理する必要の

ある駐車場では、長寿命化計画を策定

して維持管理を図るとともに、管理 

運営体制を検討する。 

 

駐車場マネジメントの 

推進 

（平成３０年度～） 

駐車場の長寿命化計画の

推進 

（令和元年度～） 

各駐車場の売却又は所管

替えに向けた検討 

（令和２年度～） 

 

建築都市局 

航路誘致促進等による

使用料収入の増加 

北九州港への集貨・航路誘致を促進

することによって、港湾施設使用料 

収入の増加を図る。 

 

実施 

（平成２８年度～） 
港湾空港局 

臨海部産業用地の整備・

売却促進 

 

【マリナクロス新門司】 

 残りわずかとなった分譲可能な用地

の早期売却を目指し、営業活動を継続

する。 

【響灘地区の産業団地】 

 エネルギー関連企業や製造業を中心

とした企業誘致を進めており、その動

向を見ながら、未整備の用地を分譲地

とすべく必要な基盤整備を行う。また、

企業の土地需要に応えるため、未利用

の国有地の有効活用を進める。 

 

実施 

（平成２８年度～） 
港湾空港局 

上下水道事業の見直し

（増収対策、経費節減

対策） 

必要な事業を推進しながら、持続 

可能な事業運営を行っていくために、

より一層の増収対策・経費節減対策に

取り組み、経営基盤の強化を図る。 

 

検討・実施 

（平成２７年度～） 
上下水道局 

各 局 に お け る そ の 他 

事 務 事 業 の 自 主 的 な 

見直し等 

 

各局において所管するその他事務 

事 業 に つ い て 自 主 的 に 見 直 し 等 を  

行い、事業の新陳代謝やブラッシュ 

アップを図る。 

 

毎年度適宜実施 全局 

 

特 別 会 計 の 剰 余 金 の 

活用等 

特別会計の剰余金や特定目的基金等

を活用する。 

 

毎年度適宜実施 全局 

 

 

 

 

 



１６ 
 

Ⅳ 公共施設のマネジメントについて（効果額：７百万円） 

1 具体的な取組み 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 市民への説明 

1 市民への説明 「北九州市公共施設マネジメント 

実行計画」に基づく取組みについて、

広く市民に周知する。 

 

継続実施 

（平成２６年度～） 
企画調整局 

2 公共施設に関する情報

公開 

公共施設の老朽化の状況、維持管理

費用、利用状況等について、情報を  

公開する。 

 

継続実施 

（平成２６年度～） 
企画調整局 

（２） 施設分野別の実行計画等の推進 

１ 施設分野別の実行計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市営住宅 公共施設マネジメント実行計画に 

基づき、市営住宅の建替えによる集約

再配置に取り組む。 

公営住宅等長寿命化計画に基づき、

市営住宅の計画的な維持保全を推進 

する。 

市営住宅跡地の民間売却等を含む 

利活用を促進する。 

 

 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

建築都市局 

イ 小・中学校  教育環境の整備による教育効果の 

向上を図るため、「北九州市立小・中学

校の学校規模適正化の進め方」に基づ

いて、学校規模適正化に取り組む。 

 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

教育委員会 

ウ 市民利用施設 

 (ｱ) 地域コミュニ

テ ィ 施 設 （ 市 民 

センター、年長者

いこいの家）  

 

【市民センター】 

 耐用年数を考慮し、引き続き施設の

長寿命化や計画的改修に取り組み、整

備費用の平準化を図る。 

【年長者いこいの家】 

地域の実情を勘案しながら、施設の

移譲や市民センターへの集約化などを

検討することとし、地域住民との意見

調整等を進める。 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

市民文化 

スポーツ局 

保健福祉局 



１７ 
 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 
 

 

 

(ｲ) 市民活動拠点

施 設 （ 生 涯 学 習 

センター、勤労青

少年ホーム、男女

共同参画施設） 

 特定の目的に縛られず、公共性を 

有する活動であれば全ての施設で同様

の利用を可能とし、誰もが利用しやす

い施設とする。 

【生涯学習センター】 

個人や民間の教育事業者などの利用

制限を緩和することで、誰もが利用し

やすい施設としての運用を開始する。 

建物の老朽化への対応として、若松

生涯学習センターの改修工事を行う。 

令和２年度末で廃止する勤労婦人 

センターの跡施設について、生涯学習

センター分館として運用を開始する。 

【勤労青少年ホーム】 

令和元年度末で廃止した施設の跡地

のうち、門司・若松については、民間

売却を基本として有効活用を図る。八

幡西については、八幡西生涯学習総合

センター折尾分館として活用する。 

【男女共同参画施設】 

令和３年４月１日より、東部勤労 

婦人センターは門司生涯学習センター

大里分館として、西部勤労婦人センタ

ーは八幡東生涯学習センター尾倉分館

として運用を開始する。 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

市民文化 

スポーツ局 

保健福祉局

総務局 

( ｳ ) 市 民 会 館 ・ 

文化ホール 

 中核拠点施設は、建物の長寿命化を

図り、維持・存続していく。 

 地域拠点施設は、耐用年数が到来 

した更新時期に、他の施設との複合化

や多機能化を検討するほか、利用状況

等を勘案して適切に規模の見直しを 

行う。 

 更新時期を迎える門司市民会館は 

門司港地域の複合公共施設に集約し、

規模を縮小する。 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

市民文化 

スポーツ局 

 

(ｴ) 図書館  中央図書館を中核拠点施設とし、 

地区図書館を地域拠点施設とした図書

館サービス体制に移行し、分館につい

ては、大規模区役所出張所周辺の施設

を存続することとする。 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

教育委員会 

(ｵ) 青少年施設 関係機関と協議を行うなど、更新、

集約、廃止、転用などの検討を継続す

る。 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

子ども家庭局 



１８ 
 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 
(ｶ)スポーツ施設 

 

国際・全国大会などの大規模大会の

誘致・開催は、まちの知名度やイメー

ジアップのほか、集客力向上等に伴う

経済効果を生み、まちのにぎわいづく

りや活性化につながるため、大規模 

大会を開催できる施設は存続を図る。 

一般競技大会の施設は、大会用の 

施設として、また、利用者の身近な  

施設として広く活用されることから、

更新時期を迎えたものは、再配置や 

集約の拠点として再整備を行うなど、

適正規模の確保を図る。 

日頃の練習や健康づくりの場として

のその他の施設については、他施設へ

の集約、利用の効率化や学校・民間  

施設の活用などにより集約等を行い  

つつ、サービス水準の維持を図る。 

 

 

施設分野別実行計画の 

推進 

（平成２８年度～） 

市民文化 

スポーツ局 

 

２ 

 

モデルプロジェクトの 

推進 

モデルプロジェクト再配置計画（門

司港地域・大里地域）の推進を図るた

め、市民や利用者を対象とした説明

会・意見交換会の開催や有識者等によ

る推進懇話会等を開催するほか、門司

港地域は、複合公共施設の整備及び 

集約対象施設の跡利用の検討、大里 

地域は、居住ゾーンの民間開発や公園

整備の推進を図る。 

 

再配置計画の具体化へ 

向けた検討・調整 

（平成２８年度～） 

門司港地域における集約

対象施設の跡利用  

（平成２９年度～） 

門司港地域の複合公共 

施設の整備 

（令和元年度～） 

大里地域の居住ゾーンの

民間開発や公園整備の 

推進 

（令和元年度～） 

 

 

企画調整局 

３ 施 設 使 用 料 及 び 減 免 

制度の見直し 

【再掲】 

施設使用料及び減免制度の見直し後

の利用状況について、継続した検証を

行う。 

料金改定 

（平成３１年 4 月～） 

結果のとりまとめ 

（令和 2 年度） 

継続した検証の実施 

（令和３年度～） 

 

 

企画調整局 

他 

 

４ 公共施設における駐車

場の有料化 

【再掲】 

市街地で台数の多い場所の長時間 

駐車を対象に、駐車場の有料化を検討

する。 

 

 

検討・実施 

（平成３０年度～） 
企画調整局 



１９ 
 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 
5 戸 畑 Ｄ 街 区 関 連 施 設 

跡地活用 

【再掲】 

戸畑 D 街区への機能集約により廃止

となった関連施設の跡地について、 

公共施設マネジメント実行計画の基本

方針「まちづくりの視点からの資産の

有効活用」を着実に進めるため、跡地

活用に係る総合調整を実施する。 

 

 

方針の検討及び調整 

（平成２９年度） 

跡地活用に係る総合調整 

（平成２９年度～） 

企画調整局 

（３） 個別施設の取組み 

１ 個別施設の取組み 

市全体の方針や施設分野別実行計画等を踏まえ、個別施設について、公共施設マネジメントの取組み 

を進める。 

 保育所 

【再掲】 

直営保育所については、特別な支援

を要する子どもや家庭の支援を行う 

などの機能強化を図りながら、引き 

続き民営化を進める。また、指定管理

保育所の民間譲渡を行う。 

 

「元気発進！子どもプラ

ン」（第２次計画）に基づ

き順次実施 

（平成２７～令和元年

度） 

「元気発進！子どもプラ

ン」（第３次計画：令和２

～６年度）に基づき順次 

実施 

（令和２年度～） 

令和３年度はおぐまの・

古前・八幡東さくら保育

所を民営化 

 

子ども家庭局 

 幼稚園 

【再掲】 

存続する４園の公立幼稚園におい

て、 

（１）幼稚園教育要領に基づいた保育

のあり方や教材作成 

（２）特別な教育的支援を必要とする

幼児への対応 

（３）小学校教育への円滑な接続 

に関する教育・研究実践に係る成果の

取りまとめを行うとともに、評価・検

証を行い、そのあり方について、改め

て検討を行う。 

 

検討・実施 

（平成２７年度～） 

 

教育委員会 

 障害福祉施設 

【再掲】 

民間事業者による独立した運営が 

可能な施設については、条件が整い 

次第、社会福祉法人に譲渡を行う。 

 

引き続き社会福祉法人 

との協議を実施 
保健福祉局 

 旧 林 業 振 興 セ ン タ ー 

跡地の有効活用 

【再掲】 

現在貸付を行っている用途廃止後の

市有財産について、民間への売却など

更なる有効活用を図る。 

 

売却協議 

（平成２７年度～） 

 

産業経済局 

 

 



２０ 
 

Ⅴ その他 

項 目 内 容 スケジュール 所管局 

（１） 行財政改革の推進体制 

1 第 三 者 に よ る 行 財 政 

改 革 の 実 施 状 況 等 の 

検証 

「北九州市行財政改革推進懇話会」

において行財政改革の実施状況等を 

外部の視点から検証し、その取組みを

着実に推進する。 

継続実施 

（平成２７年度～） 
総務局 

 


